
 

  

 年末調整の受付〆切は１月７日(木)です。 

確定申告の準備もお早めに！ 
 

           第３３６号  令和３年(2021年) １月 

熊 野 町 商 工 会 案 内 

期 日 
行   事   予   定 

１／１ 金 元日  

２ 土   

３ 日  年始閉館期間 

４ 月  ・商工会御用始め 

５ 火 小寒 ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）9:00～ 

６ 水   

７ 木 七草 ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）9:00～ ・年末調整受付締切日 

８ 金 コメの日  

９ 土   

１０ 日   

１１ 月 成人の日  

１２ 火 パンの日  

１３ 水  ・三役会 10：30～  ・税務指導連絡協議会 15：30～ 

１４ 木  ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）9:00～ 

１５ 金 お菓子の日  

１６ 土   

１７ 日   

１８ 月 コメの日 ・確定申告相談受付開始（相談受付締切 3月 3日） 

１９ 火  ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）9:00～ 

２０ 水 大寒  

２１ 木  ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）9:00～ 

２２ 金 夫婦の日  

２３ 土 ふみの日  

２４ 日   

２５ 月   

２６ 火 ふろの日  

２７ 水   

２８ 木 コメの日 ・新型コロナウイルス相談窓口（専門家対応）9:00～ 

２９ 金   

３０ 土   

３１ 日 そばの日  
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最近、頼んでもいない経済紙が送られてきて

代金を請求されるという事案が発生していま

す。もしそのようなことに遭った場合は、 

＜受け取った場合の対処法＞ 

１．開封せず１４日間保管した後、処分する。 

２．送ってきた業者に引き取るよう連絡し、 

それから７日間保管した後、処分する。 

３．送ってきた業者宛に着払いで返送する。 

以上のような方法が『特定商取引法』によっ

て規定されています。ご不安な際は、消費生

活センターなどにご相談下さい。 

悪質な送り付け商法に 

ご注意ください‼ 
 

個人事業所の確定申告相談

の受付を開始します。 

＜相談期間＞ 

令和３年１月１８日(月) 

～３月３日(水)まで 
＜青色申告会より＞ 
１月１５日（金）までに 

希望日を商工会へお知らせ 

ください。 

確定申告相談受付開始 

 

１２月１１日（金）に合同企業説明会 就職ガイダンス in Kumamoが、熊野町民会館で開催されました。 

今回は地元事業所１３社に参加頂き、３８名の求職者にご来場いただきました。参加された方々は熱心

に事業所の話を聞いていらっしゃいました。ご参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

                         ＜相談ブースの様子＞ 

就職ガイダンス in Ｋumano  

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業収入が前年同期に比べ 30％以上

減少した中小企業者・小規模企業者は、申請により、令和３年度の固定資産税の 

一部または全額が減額されます。 

＜対象となる事業所＞１．中小企業者・小規模事業者であること 

 ２．令和２年２月から１０月までの間における連続する３ヶ月の 

期間の事業収入が前年同期と比較して 30％以上減少していること 

＜減額の対象＞事業用家屋に対する固定資産税、償却資産に対する固定資産税 

       （注意：土地や住宅用家屋は減額となりません。） 

 

 

 

＜申請期間＞令和３年１月４日から２月１日まで（熊野町住民生活部税務住民課まで） 
   ※申請には、認定経営革新等支援機関（商工会・税理士・金融機関など）が 

発行する確認書が必要となります。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う「固定資産税の減額」ついて 

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の対前年比減少率

３０パーセント以上５０パーセント未満減少

５０パーセント以上減少

減額率

２分の１

全額


